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山形県告示第587号

　農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第２項の規定により、次のとおり地域登録検査機関の登録をした。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　登録年月日及び登録番号

　　平成29年８月８日

　　92

２  登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

　　株式会社奥山農園

　　代表取締役　奥山　喜男

　　西村山郡河北町字畑中149－１

３　農産物検査を行う農産物の種類

　　国内産玄米、国内産大豆

４　登録の区分

　　品位等検査

５　農産物検査を行う区域

　　山形県

６　農産物検査員の氏名、住所及び農産物検査を行う農産物の種類
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山形県告示第588号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成29年８月25日から同年９月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　天童寒河江線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第589号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成29年８月25日から同年９月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　長岡中山線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第590号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成29年８月25日から同年９月８日まで縦覧に供す

る。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　長岡中山線

２　供用開始の区間　　天童市大字長岡字平段2462番１から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　145番１まで

３　供用開始の期日　　平成29年８月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　名 住　　　　　　所
農産物検査を行う

農 産 物 の 種 類
備　考

安 食 洋 祐 東根市神町北二丁目16－11レジデンス

I’mⅠ306

玄米、大豆 国内産農産

物に限る。

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

天童市大字清池字火矢塚925番２から

同　　　　　　　　　　927番２まで
旧

28.0

　 　  ～

18.5

メートル

85
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
25.0

　 　  ～

18.5

メートル

同　上

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

天童市大字長岡字平段2462番１から

同　　　　　　　　　145番２まで
旧

10.0

　 　  ～

7.3

メートル

217
メートル

天童市大字長岡字平段2462番１から

同　　　　　　　　　145番１まで
新

15.4

　 　  ～

7.3

メートル

同　上
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山形県告示第591号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、鶴岡市長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　鶴岡市山王町地内、同市文園町地内

２　公共測量を実施する期間

　　平成29年８月21日から同年９月30日まで

３　作業の種類

　　公共測量（街区基準点復旧測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第592号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省東北地方

整備局山形河川国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施する地域

　　一般国道13号　最上郡真室川町大字及位地内

２　公共測量を実施する期間

　　平成29年８月21日から平成30年２月５日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量、水準測量、地形測量、路線測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第593号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建築課及び白鷹町役場において縦覧に供する。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定の番号　　私道置総建第333号

２　指定の場所　　西置賜郡白鷹町大字荒砥乙字北梅林721－１の一部、721－３の一部、字南梅林714－７の一部

３　道路の現況　　幅員　 ４.00メートル

　　　　　　　　　延長 　73.32メートル

４　指定年月日　　平成29年８月10日

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成29年８月10日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人米沢伝承館

　(2) 代表者の氏名

　　　齋藤　英助
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　(3) 主たる事務所の所在地

　　　米沢市門東町一丁目１番11号

　(4) 定款に記載された目的

この法人は、観光を目的として情報を収集している人々や、観光を目的に米沢を訪れる人々に対して、米沢

の歴史、伝統工芸、特産品など、米沢の観光資源となるすべての「人、もの、こと」に関する情報発信や、真

のホスピタリティ向上を追究、実践することで、米沢市の観光客増加、活性化に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　申請のあった年月日

　　平成29年８月４日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人米沢清友会

　(2) 代表者の氏名

　　　大塚　正紀

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　米沢市春日一丁目４番27号

　(4) 定款に記載された目的

この法人は、地域に住む高齢者に対して、敬愛の心を持って接し、心身の健康の保持及び、生活安定のため

に必要な福祉サービスの提供を講じるとともに、家族の絆を大切にした生活支援事業を行い、健やかで活力あ

る、豊かな地域社会づくりに貢献していくことを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、山形県基幹高速通信ネットワーク基幹回線通

信サービスの調達について、一般競争入札を次のとおり行う。

　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（以下「協定」と

いう。）、2012年３月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定

その他の国際約束の適用を受ける。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　入札の場所及び日時

　(1) 場所　山形市松波二丁目８番１号　山形県庁ｅ－ミーティングルーム（15階）

　(2) 日時　平成29年10月４日（水）午前10時

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする役務の名称及び数量　山形県基幹高速通信ネットワーク基幹回線通信サービス　一式

　(2) 調達をする役務の仕様等　入札説明書及び仕様書による。

　(3) 契約期間　契約締結の日から平成32年12月31日まで

　(4) 履行場所　仕様書による。

(5) 入札方法　調達をする役務が提供される平成30年１月１日から平成32年12月31日までの期間に相当する料金

の総価のうち平成30年１月分から平成30年３月分までの３箇月分に相当する金額により行う。落札決定に当

たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約期間に相当する料金

の総額のうち平成30年１月分から平成30年３月分までの３箇月分に相当する金額の108分の100に相当する金額

を入札書に記載すること。

３　入札参加者の資格

　　次に掲げる要件を全て満たす者であること。
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　(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号に規定する者に該当しないこと。

(2) 平成29年度山形県物品等及び特定役務の調達に係る競争入札の参加者の資格等に関する公告（平成29年２月

17日付け県公報第2821号）により公示された資格を有すること。

(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

(4) 次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第167条の４第１項第３号に規定する者に該当する者を

除く。）。

イ　役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。

ロ　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。

ハ　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員等を利用する等していること。

ニ　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的

に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。

ホ　役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。

４　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市松波二丁目８番１号　山形県企画振興部情報政策課電子県庁・基幹ネット担当　電話番号023(630)2152

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　免除する。

(2) 契約保証金　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規

則第９号。以下「規則」という。）第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の

２の規定に該当する入札は、無効とする。

７　落札者の決定の方法

　　規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入札に限

る。）をした者を落札者とする。

８　契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　その他

(1) この公告による入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格者名簿に登載されている者にあっては一般競

争入札参加資格確認申請書を、競争入札参加資格者名簿に登載されていない者にあっては競争入札参加資格審

査申請書提出書及び競争入札参加資格審査申請書を平成29年９月22日（金）午後３時までに山形県企画振興部

情報政策課電子県庁・基幹ネット担当に提出するとともに、併せて２の(1)の役務の仕様に適合するものとし

て作成した応札に係る役務の仕様書（以下「応札役務仕様書」という。）及び競争入札に係る応札役務仕様書

等審査申請書を提出すること。

(2) (1)により提出された応札役務仕様書については、２の(1)の役務の仕様に適合しているかどうかを審査し、

審査の結果適合しないと認められた場合は、当該応札役務仕様書を提出した者は、この入札に参加することが

できない。

(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定め、個人情報の保護に関する定め、再委託の禁止に関する定め並びにこの契約に係る

次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。

　(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。

　(5) 詳細については入札説明書による。

10　Summary

(1) Nature and quantity of the services to be required: Basic line communication service of the Yamagata 

Prefectural Government's Central Communication Network,1 set

(2) Time-limit for tender: 10:00A.M. October 4,2017
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(3) Contact point for the notice: Information Policy Division,Planning and Development Department,

Yamagata Prefectural Government,8-1 Matsunami 2-chome,Yamagata-shi,Yamagata-ken 990-8570 Japan

TEL 023(630)2152

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第８条第１項第３号の規定により、毒物劇物取扱者試験を次のと

おり実施する。

　　平成29年８月25日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　試験の日時及び場所

２　試験の種類

　(1) 一般毒物劇物取扱者試験

　(2) 農業用品目毒物劇物取扱者試験

　(3) 特定品目毒物劇物取扱者試験

３　受験手続

　　受験願書を平成29年９月１日（金）から同月29日（金）までの間に、山形市松波二丁目８番１号健康福祉部健

康福祉企画課薬務・感染症対策室薬務担当に提出すること（郵送による提出の場合は簡易書留とし、同日までの

消印のあるものに限り有効とする。）。

４　その他

　　詳細については、健康福祉部健康福祉企画課薬務・感染症対策室薬務担当（電話番号023(630)2332）又は最寄

りの保健所に問い合わせること。

 　　　　　　　　　　　　

そ　　の　　他
 　　　　　　　　　　　　

　山形県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成28年度決算の要旨を公告する。

　　平成29年８月25日

山形県市町村職員共済組合　　　　　　　　

理 事 長　　佐　　　藤　　　孝　　　弘

１　組合に属する地方公共団体等について

日　　　　　　　　　　　　　　時 場　　　　　　　　　　　　　　所

平成29年11月15日（水）

午前10時30分から正午まで

山形市香澄町三丁目４番５号

山形国際ホテル

市 町 村
一　　　部

事務組合等
合　　　計

13 19 ３ 19 54
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２　組合員数及び給料月額について

３　組合職員の数について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人)

組合員の種別 一　般 市町村長 特定消防
市町村長

長期組合員
長期組合員 船員一般 任意継続

組合員数（人） 14,285 35 1,397 1 5 223 

給料月額（千円）

長期 5,387,572 21,550 508,500 620 1,990 

短期 5,690,932 27,700 508,500 620 1,990 72,420  

１人当たり　　
　　　　　（円）
給 料 月 額　　

長期 377,148 615,714 363,994 620,000 398,000 

短期 398,385 791,428 363,994 620,000 398,000 324,753  

経 理 単 位 業　　務 保　　健 宿　　泊 貯　　金 貸　　付 物　　資 合　　計

人 員 19 4 13 3 1 1 41
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